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衆
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一
に
つ
い
て

気
象
庁
が
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日
に
発
表
し
た
寒
候
期
予
報
（
同
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
ま
で
の
天
候

見
通
し
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
の
平
均
気
温
に
つ
い
て
、
北
日
本

で
は
平
年
に
比
べ
高
い
可
能
性
が
や
や
大
き
い
等
と
予
報
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

二
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
の
期
間
の
北
日
本
の
平
均
気
温
は
平
年
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
当

該
予
報
を
修
正
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
冬
の
雪
害
に
よ
る
人
的
被
害
は
、
全
国
で
死
者
三
十

七
名
、
負
傷
者
五
百
二
十
名
で
あ
り
、
物
的
被
害
は
住
家
に
つ
い
て
七
十
三
棟
、
非
住
家
に
つ
い
て
百
七
十
四
棟
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
雪
に
対
す
る
対
策
会
議
等
を
今
冬
に
開
催
し
た
地
方
公

共
団
体
の
数
は
、
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
十
四
団
体
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
百
四
十
八
団
体
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
の
執
行
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
土
交
通
省
及
び
総
務

省
に
お
い
て
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
ご
と
に
降
雪
状
況
や
道
路
除
雪
費
に
関
す
る
見
込
額
を
考
慮
し
た
上
で
、
道

路
除
雪
費
補
助
を
年
度
途
中
に
複
数
回
に
分
け
て
配
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
除
排
雪
に
要
す
る
経
費
に
よ
っ
て
特
別
な
財
政
需
要
が
生
じ
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

そ
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
所
要
の
特
別
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
豪
雪

地
帯
対
策
基
本
計
画
に
お
い
て
、
流
雪
溝
等
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
雪
対
策

に
関
す
る
計
画
を
十
分
に
考
慮
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

お
尋
ね
の
「
整
備
進
捗
率
」
、
「
目
標
年
次
」
及
び
「
整
備
率
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
全

二



国
の
豪
雪
地
帯
（
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
豪
雪
地
帯
を
い
う
。
）
に
お
け
る
流

雪
溝
及
び
消
融
雪
溝
の
整
備
延
長
は
平
成
十
九
年
度
末
時
点
で
約
二
千
二
百
六
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

三


